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静岡県の 交通基盤部

≪規則改正≫

I. 英語表示の方法及び内容を新たに規定
II. 「サービス・エリア、道の駅及び距離」等の追加
III. 「入口の方向」「入口の予告」の表示
IV. 「方面及び方向」等の色彩の特例

H26.4.1
施行

『道路標識、区画線及び
道路標示に関する命令（標識令）』の改正

『静岡県が管理する県道に設ける
道路標識の寸法を定める規則』の改正

H26.7.15
公布日施行

改正命令に合わせ、変更が必要となった部分について改正を行う

１．規則改正の概要



静岡県の 交通基盤部

I. 英語表示の方法及び内容を新たに規定

例）鉄道 … Station(Sta.)
通り … Avenue(Ave.),Street,Boulevard
美術館 … Museum of Art
温泉 … Onsen など

同一施設の英語表示は同一の表示とする

『道路の通称名』

Ave.の追加

『道路の通称名（119-B）』の標識図が変更

（119-B）

『道路の通称名』

（119-B）

２．標識令改正の概要



静岡県の 交通基盤部

II. 『サービス・エリア、道の駅及び距離』等の追加

350

135 215

1
20

9
0

350

135 215

1
20

9
0

「サービス・エリア、道の駅及び距離」 「サービス・エリア、道の駅の予告」

高速道路から道の駅の案内が可能

「サービス・エリアの予告」
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「サービス・エリア、道の駅の予告」

（116-A） （116の2-A）

（116） （116の2-C）

名称の変更及び番号のずれによる変更

２．標識令改正の概要



静岡県の 交通基盤部

III. 入口の方向、入口の予告の表示

現行の「入口の予告」の例 「入口番号」、「入口の名称」を表示した例

「入口の予告」に路線番号、入口番号、入口の名称を表示
することができる

「入口の予告」 「入口の予告」

２．標識令改正の概要



静岡県の 交通基盤部

IV. 方面及び方向等の色彩の特例

＜矢印の色と路面の色を同色にしてわかりやすくした例＞

案内標識の矢印の有色が使用できる

２．標識令改正の概要



静岡県の 交通基盤部

H26.7.15 同省令との一体的かつ整合的な運用を図るため、
変更が必要となった部分について上記規則を改正した

H26.4 標識令改正

H24.4 『静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則』

※標識令を参酌し、県道に設ける道路標識の寸法を定めた

H23.5 『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律（第１次一括法）』

道路法の一部改正（道路標識の寸法を条例で定める）

３．『静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則』の改正概要



静岡県の 交通基盤部

『道路の通称名』 『道路の通称名』

≪改正例≫
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（116-A） （116の2-A）

『サービス・エリア、道の駅の予告』

（119-B） （119-B）

Ave.の追加

３．『静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則』の改正概要

名称の変更及び番号のずれによる変更

『道路の通称名（119-B）』の標識図が変更


